
子どもの権利に関する情報紙

１面…11月20日は「かわさき子どもの権利の日」です　　２～３面…子どもの権利学習のすすめ
４面…川崎市子どもの権利委員会の紹介・川崎市子どもの権利に関する行動計画について

「かわさき子どもの権利の日」は、川崎市子どもの権利に関する条例第５条に定められています。

　11月20日は、国連が昭和29(1954)年に制定した「世界

子どもの日」です。また、国連総会で昭和34(1959)年に

「子どもの権利宣言」が、平成元(1989)年に「子どもの

権利条約」が採択された日でもあります。

　これらにちなんで、川崎の子どもたちが世界の子どもた

ちともつながれる記念日になるように、11月20日を「か

わさき子どもの権利の日」と定めました。

　子どもの権利について市民のみなさまの関心と理解を深

めるために、子どもの権利の日のつどいの実施や、子ども

の権利に関連する講演会や学習会などの開催の他、市民団

体が実施する事業の支援もしています。

　また学校では、権利学習などに取り組んでいます。

https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html

　学校での権利学習などの取組を中面にてご紹介します。



 「川崎市子どもの権利に関する条例」第7条には、｢市は、家庭教育、学校教育及び社会教育の中で、子どもの権

利についての学習等が推進されるよう必要な条件の整備に努めるものとする。」とあります。川崎市では、子ども

の権利についての学習を「子どもの権利学習」と呼んでいます。子どもが“しあわせ”な生活を送るために、権利

学習は、子どもが「権利」を理解し正しく行使することを学ぶとともに、大人も子どもも自分の存在を肯定し、自

信をもって生きることや他者を尊重して生きる姿勢を育みます。

　コロナ禍で、人とのつながりが薄れていると言われている今こそ、子どもの権利学習を通して、人と人が相手を

一人の人間として認め向き合うために、大人も子どももともに「権利」について学び合っていくことが求められて

います。

　川崎市立学校では、下のような学習資料を活用して「子どもの権利学習」に取り組んでいます。他にも、「かわ

さき共生＊共育プログラム」「総合的な学習の時間」「特別の教科道徳」などを通じて、「子どもの権利」を学ん

でいます。

　学習資料「かがやき」に掲載されている学校生活のイラストから、「しあわせ」に感じる場
面を選びます。その理由とともに、友だちに伝えます。
 「しあわせ」なときはどんなときか、友だちと考えます。

　　・友だちと笑いあっているとき
　　・友だちとがんばっているとき
　　・自分の好きなものができる自由なとき
　　・自分の気持ちを相手にわかってもらえたとき

　子どもの７つの権利を紹介し、だれもが「しあわせに生きる権利」をもっていることを確認します。

※点線の中は学習中に子どもたちから出たコメントです



校長先生から、全児童に向けて資料
の中のパワーポイントを使ってお話
をいただいた。無理なく全校児童が
権利学習について考える時間をとる
ことができて、よかった。また、校長
室前に自分が大事にしたい権利に
シールを貼るコーナーを校長先生が
設けてくれた。それにシールをはる
ことで、権利を少しでも身近に感じ
てくれた児童がいたのではないかと
思った。

各担任がそれぞれの長所を見つけ、
学級だよりや帰りの会などで伝えて
いる。学年が上がるに伴い、他者を尊
重し、違いを認め合える関係が構築
できているように見受けられる。ま
た担任やその他の教員に自分の悩み
を相談できる生徒も増えている。今
後とも生徒に寄り添い、話のできる
関係を全職員で構築したい。

普段の生活の中でも、みんなが幸せ
でいるためにどうするかを話して
きた。それが、子どもの権利条例と
もリンクしたので、話し合い活動も
スムーズに行えたと思う。日頃から
人権を意識しながら生活をするこ
とを教員・生徒ともに心がけてい
る。

ダイヤモンド・
ランキング

子どもの権利学習に取り組んで
ー先生方のアンケートからー

　学習資料「みんな輝いているかい」に掲載されている子どもの言葉の中から、「少数意見を聞
いてほしい」に着目して、自分のクラス（施設など）には同じようなことがなかったか考えます。

　　・多数決の方が早く決まる。
　　・でも、少数の人たちの気持ちはどうなるの？

 　その後「みんなの意見を大切にする」という考えは、子どもの7つの権利のうち、どの権利

に関連するか考えます。→「参加する権利」の意味を確認します。
 「みんなの意見を大切にする」ことは、どういうことか考えたことを友だちに伝えます。

　　　・一人ひとりの意見を大切にすることは、その人を大切にすること
　　　・みんなの意見を大切にしてまとめることは、みんなの安心感につながった。

　学習資料「わたしもあなたも輝いて」で子どもの7つの権利を学びます。
☆子どもの権利を34種類にした権利カードを使います。
　権利カードを10枚程度選び、右図のようにもっとも大切だと思うもの
を上にして順番に並べます。並べた後、友だちと互いに見合ったり並べた
順番の理由を伝えたりします。
　最後に、学びを通して気付いたことを伝えます。

　　　・一人ひとり大事にしたいカードは違うけれど、どれも大切な権利だと思った。
　　　・同じ権利を選んでも、選んだ理由が違ったのがおもしろかった。

　自分の意見を大切にしたり、友だちとの違いを認めたりすることができます。

「子どもの権利学習」について、取り組んだ先生方にアンケ―トに答えていた
だいています。日常の生活と子どもの権利を結びつける工夫がされています。

●ご紹介している権利学習で使用している資料の一部を川崎市公式ウェブサイトに掲載しています。
　　　　　　https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000075192.html

　子どもの権利のことや条例について、職員が出向き、テーマに合わせてお話しさせていただきます。
　　★「子どもの権利」って例えばどんなこと？
　　★ 子どもの権利条例があると何が変わるの？
　などなど、皆さんの疑問に答えながら分かりやすくお話しします。お気軽にご相談ください。



　子どもの権利委員会は、市長の諮問に応じて、子どもに

関する市の施策における子どもの権利保障状況について調

査審議する市の附属機関です。

　第7期子どもの権利委員会は令和元(2019)年10月から

令和４(2022)年９月末まで活動し、市長からの諮問「子ど

もからみた子どもの権利条例の検証とおとなの子どもへの

関わり方」についての答申が令和４(2022)年６月に提出さ

れ、子どもに関する施策における子どもの権利保障の状況

について５つの提言がありましたので、ご紹介します。

　　　　　　答申の全文は川崎市公式ウェブサイトにて掲載しています。

　　　　　　https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000141225.html

提言１　子どもの参加・意見表明の機会・実情を再確認しつつ、より積極的な支援策を

提言２　地域の「居場所」の充実等子ども・子育て支援の推進と情報の共有促進を

提言３　広報や権利の学びを含め相談・救済のいっそう利用しやすくする取組の拡充を

提言４　子どもの権利条例を学ぶことと生かすことを一体化した、実践的な子どもの権利学習と広報活

動を展開すること

提言５　条例の根拠に遡り、条例の根拠を明示して、各部局・各現場の職員が職務遂行すること

　川崎市子どもの権利に関する条例第36条に基づいて、子どもに関する市の事業の推進

に当たって、子どもの権利保障を総合的かつ計画的に図ることを目的に策定しています。

令和３(2021)年度の進捗状況を公表しました。

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000118006.html

現在新しい行動計画を策定中です。

広く市民の方の意見を取り入れるため12月頃にパブリックコメント募集予定です。
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その①　小学生　低学年の子どもたち



その②　小学生　高学年の子どもたち







その③　中学生の子どもたち








